
重要事件に係る刑事実戦塾の実施要領の制定について

（平成５年６月 16日、捜一発第 564号）

【概要】

捜査幹部の捜査指揮能力及び捜査員の実務能力を向上させ、刑事警察全体の

力量アップを図るための研修の実施要領について定めたものである。


